
京都市告示第   号 

生活保護法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平

成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第２項において準用する場

合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定に基づき，生活保護法による医療

扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号（改正法附則第４条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する医療支援給付のための医療を担当させる機関を，次のと

おり指定しました。 

平成２６年７月３日 

京都市長 門川大作   

医療機関指定 

名   称 所   在   地 指定年月日 

御所東クリニック 
上京区今出川寺町西入大原口町２１８ルミナ

ス今出川１Ｆ 

平成26年5月

8日 

いとう女性クリニック 
中京区三条通高倉東入桝屋町５３番地の１Ｄ

ｕｃｅｍｉｘビルヂング３Ｆ 

平成26年6月

1日 

福島クリニック 
中京区東洞院二条上る壺屋町５３１番地ＬＵ

ＸＥＳＴＡＧＥ御所南１階 

平成26年5月

1日 

おかべ西洞院仏光寺ク

リニック 

下京区西洞院仏光寺上る綾西洞院町７６０西

洞院ビル３Ｆ 

平成26年5月

1日 

医療法人健康会伏見診

療所 

伏見区新町五丁目４８７番地トーシンビル３

階 

平成26年5月

16日 

シミズ外科醫院 西京区桂木ノ下町１－８８ 
平成26年4月

1日 

医療法人緑祐会 松原

医院 
西京区桂木ノ下町３３番地１４ 

平成26年5月

12日 

古田歯科医院 
下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町６５５産

経京都烏丸ビル６階６０２ 

平成26年5月

7日 

２１１



名   称 所   在   地 指定年月日 

フタツカ薬局堀川丸太

町 

上京区上堀川町１１３ＡＲＭＦｉｒｓｔビル

１Ｆ 

平成26年5月

1日 

ならの木薬局大原野店 西京区大原野北春日町７９４番地 
平成26年5月

20日 

山路薬局山科店 
山科区上野御所ノ内町１０－４ ル・クレヨ

ン・ルージュ１階 

平成26年5月

1日 

訪問看護ステーション 

アソシア 

伏見区深草大亀谷東古御香町３３ＴＯＲＯＮ

ＴＯＨＯＵＳＥ１０１ 

平成26年4月

1日 

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


